
 

道路管理課、安全調整課、道路整備課、排

水設備課、都市計画室、建築審査課、公害

対策課、農政課、教育委員会、文化財課、水

道施設部、消防局警防課、公園課、みどり景

観課、環境事業課、河川課、商業課、農業委

員会、モノづくり支援室 

事前協議書提出 毎週水曜日正午まで受付
→午後協議先へ配布 
→金曜日午後現場立会 

この間約１０日 

※事前協議の回答の内容について各課と 

協議し、協議経過書を作成。 

※中高層建築物の場合は近隣協議を行う。 

※要綱第１９条の２に該当する場合は 

周辺地域の住民への周知を行う。 

事前協議書の回答 

３２条と要綱の協定書は 
同時決裁となる 

 

事前協議の回答につ
いて各課と協議した内
容で書類を作成し、申
請すること。（※添付図
書は一覧表参照） 

都市計画法第３２条の申請
（公共施設管理者の同意） 

中高層建築物の場合は、近隣協議終了
後、近隣協議報告書を添付。 

要綱第１９条の２に該当する場合は、 

周辺地域の住民への周知後、周辺地域

の住民への周知報告書を添付。 

指導要綱協議申出書の申請 

第３２条及び協議書の配布 

第３２条及び協議書の回収 

３ ２ 条 の 同 意 書 交 付 要綱の協定書締結（完了） 

２９条の申請 

２９条の許可 

標識の設置 

開発工事の着手 

許可条件を確認し、遵守すること。 

完了検査時提出書類をよく確認し、工事写真

の撮り忘れが無いようにすること。 

定期の報告 中間検査 

●事前相談・協議共に正・副２部提出。 

 

開発許可による標識の設置。また、盛土規制法第

１５条第２項により、盛土規制法第４９条に基づ

く標識を設置の必要がある場合は、そちらも共に

設置すること。 

 

この間約２０日 

 ※擁壁（技術基準）の許可申請がある場合は 

  約３０日 

検討、修正等により、許可までに時間を 

要する傾向にあります。余裕を持った申請を 

お願いいたします。 

協議先：道路管理課、 
排水設備課、河川課、 
公園課（3000 ㎡以上の 

住宅の建築の場合のみ）、 
その他指示する場合あり 

３２条と要綱は同時申請。提出部数は
３２条が正・副本２部、要綱が正・副本
２部。協議先用が２～４部（写）。 

工事完了届書 
帰属があれば所有権移転登記に必要
な書類を同時に提出。（※帰属部分は
分筆のうえ、抵当権等抹消のこと） 

 
３６条（完了検査） 

３６条検査済証交付及び完了公告 

※各公共施設管理者の検査報告書が必要。 

 

検査合格 

現場検査から 

検査済証発行まで 

約２０日 

※報告、申請の必要がある場合のみ。詳しくは裏面を確認ください。 

毎週火曜日正午まで受付 
→木曜日午後検査 
（※開発区域は分筆のこと） 

都市計画法第２９条（開発許可）及び、市指導要綱に該当する場合のフローチャート 

 
事前協議の配布先 

事前相談書提出 

事前相談書の回答 

 

※小世帯向共同住

宅、中高層建築物の

場合は、この間に中

高層建築物等建築計

画書の標識を設置。 

 

申請人 

この間 

現場立会より 

約２０日 

建築確認申請 

 

この間約２０日 



 

 

報告を要する規模 

 
①盛土で高さ２ｍ超の崖 
②切土で高さ５ｍ超の崖 
③盛土と切土を同時に行い、高さ５ｍ超の崖（①、②を除く） 
④盛土で高さ５ｍ超（①、③を除く） 
⑤盛土又は切土の面積が３０００㎡超（①～④を除く） 
 

定期報告書の提出 

定期報告書の副本返却 

報告の期間 

 

 
 

 
許可より３ヶ月毎 

●正副各１部提出 

●定期の報告（宅地造成及び特定盛土等規制法第１９条） 

●中間検査（宅地造成及び特定盛土等規制法第１８条） 

検査日は当課と協議の上決定し、
申請については検査日の２日前 
までに提出すること。 
 

検査を要する規模 

合格証交付 

現場検査 

中間検査申請書の提出 
検査申請時期 

 
 
 

 
(注１)特定工程に係る工事完了から 

４日以内 

 

①盛土で高さ２ｍ超の崖 

②切土で高さ５ｍ超の崖 

③盛土と切土を同時に行い、高さ５ｍ超の崖（①、②を除く） 

④盛土で高さ５ｍ超（①、③を除く） 

⑤盛土又は切土の面積が３０００㎡超（①～④を除く） 

●正１部提出                            (注１)宅地造成及び特定盛土等規制法施

行令２４条１項）法第 18条第１項の政令で

定める工程は、盛土をする前の地盤面又

は切土した後地盤面に排水施設を設置す

る工事の工程とする。 

特定工程ごとに政令で定める特定工程後の工程に係る工事は、法第１８条
第２項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた
後でなければ、することができない。 
 
中間検査の結果により、是正対策が必要と判断される場合は、是正後に改
めて再検査をし、中間検査合格証の交付を受けた後に次の施工工程に進
むこととなる。 


